
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。 

 

令和７年３月25日 

 

三朝町長 

 

 

 

三朝町規則第９号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

 

（三朝町職員採用規則の一部改正） 

第１条 三朝町職員採用規則（昭和31年三朝町規則第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は採用す

ることができない。 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は採用す

ることができない。 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終

わるまで又はその刑を受けることがなくなるま

での者 

(１) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ

るまで又はその刑を受けることがなくなるまで

の者 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

  

（三朝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正） 

第２条 三朝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年三朝

町規則第15号）を次のように改正する。 

様式第16号を次のように改める。



様式第16号（第16条関係） 

             （表面）                        （裏面） 
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 介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証   
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認 定 事 項 
給付率     ／１００ 

 

支 給 市 町 村 名 

及 び 印 

  

   三 朝 町  □印  
 

  

  



（三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年三朝町規則第17号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（連帯保証人の資格等） （連帯保証人の資格等） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例

第11条第１項第１号の連帯保証人となることがで

きない。 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例

第11条第１項第１号の連帯保証人となることがで

きない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終る

までの者 

(２) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るま

での者 

(３) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

(３) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

(４) 拘禁刑以上の刑に該当する犯罪により公判

に付せられ判決確定に至るまでの者 

(４) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に

付せられ判決確定に至るまでの者 

(５)・(６) 略 (５)・(６) 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

  

（三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成７年三朝町規則第19号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（連帯保証人の資格等） （連帯保証人の資格等） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例

第10条第１項第１号の連帯保証人となることがで

きない。 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例

第10条第１項第１号の連帯保証人となることがで

きない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終

わるまでの者 

(２) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ

るまでの者 

(３) 拘禁刑以上の刑に該当する犯罪により公判

に付され、判決確定に至るまでの者 

(３) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に

付され、判決確定に至るまでの者 

(４) 拘禁刑以上の刑に該当する犯罪により公判

に付せられ判決確定に至るまでの者 

(４) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に

付せられ判決確定に至るまでの者 

(５)・(６) 略 (５)・(６) 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 



（人の資格に関する経過措置） 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお

効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に

関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法

律（令和４年法律第67号）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下「旧刑法」と

いう。）第13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた

者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第

16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。 


